
所有をめく、るハリバドラの仏教批判

河崎
曲
豆

l.はじめに

（1ノ

8世紀頃に活躍した白衣派ジャイナ教僧であるハリバドラが，経量部説や唯

識説ダルマキールテイ等に鋭い批判を行なった点については研究が蓄積され
（2）

つつあり，筆者も嘗て一文を草した。一方，仏教徒の修道論や倫理観に対する

彼の見解については不明点が多い。また，彼に帰せられる諸著作も手つかずの

ものが多く残る。本稿は，以上2点の不足を『ダルマサングラハニ」[DS]

986詩節以下に現れる仏教批判を取り上げる事で補おうとするものである。DS

はプラークリットで書かれた韻文作品で，当時の諸宗教思想やインド古典文化

に対する諸説を引用してはハリバドラが批判するという体裁を持つが，管見の

限りいかなる現代語訳も存在しない。986詩節以降はジヤイナ教における無所

有(apariggaha)の徒が議論され，その冒頭30詩節が，仏教徒の所有をめぐる

論争である。その内容は1O項目に分けられる。

2．論点1(986-989)

〈論点l>

【ハリバドラ】知性が甚だ粗雑な他の者たちは，「三宝を増すという理由に

より，村等での所有も無過失に他ならない」と思っている。この場合，三宝

とは仏・法・僧である。波羅蜜等が効力を有するから〔といって〕，どうし

て村等での所有からそれ（三宝）の増大があるというのか。仏は波羅蜜の果

報である。法は彼の過誤なき言葉たる阿含である。僧は一群の頭陀行を実践
（3）

する人々の集いである。しかしこれら〔三宝〕において，村等での所有が美
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しい果報を与える利益とは〔なら〕ない。暴力的行為の実行
（5）

発生するが故にも，損失であると理解されるべきである。

（4ノ

(arambha)が

ここの「知性が甚だ粗雑な者」という椰楡が，後に三宝＝仏法僧とする点

からして，仏教徒に向けられている事は明白である。そしてここで批判対象と
（6）

なるのが「村等での所有95madipariggaha」である。村等での所有は三宝増大

の原因になるから無過失であるという仏教徒の主張を，ハリバドラは「暴力的

行為の実行arambha」を内包するが故に，損失(avayara)であると反論する。

仏教徒はハリバドラのこの反論を承け，たとえ比丘がｮrambhaを行なっても

無過失であると主張する。

2．論点2(990-993前半）

〔この様に主張する〕かもしれない－

信△･占う〉
、ﾛ冊ﾊ､､＝／

【仏教徒】所有意識(mamatta)を離れ，三宝のみに縁って暴力的行為の実行

に着手すれば，その者が比丘であっても過失を離れている者に他ならないと

認識されるべきである。
（7）

【ハリバドラ】肉〔食〕を停止した後「damtikkagaだ」と〔言って〕音が

異なる〔言葉〕だから〔というので肉食に〕馴染む如く，以上，暴力的行為

の実行を捨てた後他の表現であるがゆえに愚者が〔暴力的行為の実行を〕

なす。〔ある行為が〕元々罪を伴うなら，音声上の相違があるとしても，全

面的に〔それの実行は〕禁止されているではないか。世間で「甘い」とか
（8）

「冷たい」等〔と言う〕ようなものである。そして彼らにもそれ(Zrambha)
（9）

から利益は〔生じ〕ない。これは先に明示された。

注目されるのは，仏教徒が所有を正当化するためにnlalnattaという概念に依

る点である。これは，仏教徒が所有という現象を物理的なモノの所持如何では

なく，精神的な所有意識の有無と理解している事を意味する。つまり，比丘自

(4，)84



身にmamattaがなければ実際にモノを所持していても，それを所有とは看倣さ

ない（従ってarambhaも問題とならない）という事であろう。更に，この様な
（10）

比丘が三宝の故に5rambhaを行なう－つまり自分自身の為ではなく行なうのだ

から，比丘自身が過失を負う事はない，という反論と考えられる。

しかし，ハリバドラはこの様な仏教徒の所有観を，肉食をしながら「私は肉

ではなくダンテイッカガを食べている」と言うようなもの－酒を「般若湯」と

言って飲むようなもの－と批判する。仏教徒は所有という語を別の表現にすり

替えているだけで，所有している事実は何ら変わらず，従って所有に内包され

る暴力性も変わる事がない。なおこの箇所に対する反論特に「所有意識の不

在」については再び取り上げる。（←6．論点7)。

さてこの反論に対し，仏教徒は村等での所有に利益が生じ得ると言う。

3．論点3（993後半-995）

次に〔以下の様に〕考える〔かもしれない〕：

〈論点3〉
（11）

【仏教徒】〔村等での所有により〕幼児たち等の〔教団や比丘への〕奉仕が

その時に生じる〔。つまり，幼児ですら善業を積めるのだから，利益があ

る〕。

【ハリバドラ】罪過を離れた規定に基づき，美徳を具えた者たちによってそ‐

れ（奉仕行為）もなされるべきである。しかし，これ（村等での所有）は罪

過を伴い，彼らの美徳を損なう。〔他〕人と己の利害を認識してから，奉仕
（12）（13）

行為を行なうべきである。そうでなければ，礼節絶対主義ではないか。

仏教側は，教団の村落等での所有が，在家者が幼児であっても善業を積む機

会を作ると主張し，故に利益があると反論する。しかしハリバドラによると，

そもそもこの様な奉仕行為は罪過を伴わない規定に基づく必要があり，奉仕行
（14）

為の実行者も誰でもやってよいわけではなく，美徳を具えた者に限られる。そ

して，所有自体が罪過を伴う行為である以上，かかる所有に基づく奉仕行為は
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却って美徳を損なう結果となる。仏教徒の態度は，自他の利害を無視し，奉ｲi

を行なう主体も考慮せず，ただ奉仕行為さえ行なっておけばよしとする点で，

礼節絶対主義者のそれと変わらない。

4．論点4-5(996-1000)

〔この様に主張する〕かもしれない：

〈論点4〉

【仏教徒】この事を仏陀は認可していない。そうではなく，施主たちが全く

自発的に，善根の為に正当に実行している〔のだから過失はない〕。

【ハリバドラ】何と！たとえそうだとしても，〔ある〕事柄が仏陀によって

認可されていない時に，〔それを〕現に実行する〔施主と比丘の〕両者に，
（15）

あの世での害がどうして生じないというのか。

〈論点5〉

【仏教徒】施主たち〔だけ〕に〔所有が〕認可され，清浄な状態の比丘たち

にもその果報を享受することが〔認可されている〕。以上の如くであるのだ

から，あの世での害がどうしてあるというのか。

【ハリバドラ】暴力的行為の実行を通じて完成された施食等を比丘たちが享

受するならば，〔彼らが〕比丘性を有するというのは不合理である。そこで

認可が発生しているからである。欲望を離れ〔身口意の〕3種を通じ〔す

る・させる．他人がするのを容認する，という〕3種の悪を，托鉢を習慣と

する者として除去するから「比丘」である‘と伝統的に説明されている。

仏教徒は，村等での所有を仏陀は認可せず，施主たちが自分の意思で善根を

積むために所有を行なっていると主張する。しかし，仏陀がそもそも認可して

いないような行為を施主と比丘が実行して，なぜその両者が仏教的に無過失で

あり得るのだろうか。これはごく自然な疑問であろう。

その反論を承けた仏教徒は，所有が認可されたのは施主（つまり在家者）に

限定されるが，比丘が清浄であれば，その果報を享ける事は無罪だと再反論す
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る。だがハリバドラは，暴力的行為の実行に基づく施食を受ける以上，その比

丘に比丘性はないという。ハリバドラによれば，「自らが行なう．他者に行な
（16）

わせる.行なっている他者を容認する」という3種の悪を避けて托鉢を行なう

からこそ比丘と呼ばれるが，暴力的行為を通じて作られた施食を受ける事自体

が，暴力的行為の実行を容認している。つまり「所有という悪業を犯して布施

する他者を容認して，その布施を享ける」点で，その者が比丘性を帯びる事な

どあり得ないのである。

ここで仏教徒は，「原則ussagga」と「例外avavada」という区分に基づく事

で比丘性が保証されると主張する。

5．論点6（1001-1005）

〈論点6〉

【仏教徒】原則として，この者が一群の頭陀行への従事ただ一つに専念して

いるなら〔比丘である〕。しかし例外的に，暴力的行為の実行を通じて完成

へと至ったものに現に馴染んでいて〔も，その者が比丘性を有する事は是認

される〕。ある〔実践が〕現に行なわれていても，〔その実践が〕行の変化の

種子を消さないなら，その実践は例外的な立場のものとして正当に理解され

るべきである。しかし，ある〔実践が〕それ（行の変化の種子）を消すなら，

それは教典作者たちにより，ここで〔例外的な立場とは〕看倣されていない。

【ハリバドラ1それ（行の変化の種子）が存在する場合も，〔例外を認めて

しまうと〕必ず在家者に対し過大適用となる。村等での所有から，そこ（村

等）での活動がある。そしてそれ（活動）ゆえに，心には必然的に煩悩があ

る。そしてそれ（煩悩）ゆえに，行〔の変化の種子〕が消滅する。以上、智

者たちに依拠すると，王の遊戯の真似事をなしつつ〔解脱〕道から転落した
（17）

者たちが比丘性〔を有する事〕は，例外的な立場に縁っても不合理である。

仏教徒にとって比丘が比丘と呼ばれ得るのは，原則として彼が頭陀に專念す
（18）

る者の場合だが，例外的に「行の変化の種子caranaparinamabrya」を減さなけ
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れば何らかの実践を行なっても問題はない－つまり，比丘性は担保されるとい

う。しかしハリバドラは，たとえ「行の変化の種子」が減さなくとも，その様

な例外を認めると在家者に対する過大適用に陥る，と主張する。ハリバドラ自
（19）

身は，過大適用に陥る理由を具体的に示していないが，マラヤギリ注を踏まえ

ると以下の様な状況が想定されているようである一仮に，比丘がモノを所有し

ても比丘性がある事を例外として是認すると，モノを所有するという事実を共

通項とし，所有物のある在家者にも（出家者ではないのに)，同じ様に例外と

して比丘性がある事が是認されてしまう－と。そもそも，村等で所有をする以

上，村等で必ず何らかの活動が生じる。活動がある以上，心には必ず何らかの

煩悩parikilesaがある。そして煩悩がある以上，行の変化の種子は消えざるを

得ない。ハリバドラは，この様に村落等で所有をする仏教徒は，領民に対する

王に異ならないという点で，「王の遊戯の真似事をする者」と椰楡したものと
（20）

思われる。

この反論に対し，仏教徒は，ジャイナ教徒自身も村落等で所有をしつつ「行

の変化の種子」を消さなかった事実があるとして，再反論を行なう。

6．論点7(1006-1009)

〈論点7〉

【仏教徒19億6千万の村々の主たるバラハが，清浄な〔精神の〕状態を有

する者であった時に，〔彼には〕行の変化ゆえに，さあ，君一切智が生起

したではないか。村等での所有が行の変化の種子を消すという事はない。以

上は，我々両者の問で成立している。君は何故それに気付かないのか。

【ハリバドラlその点については，バラハが固執を離れ去っている時に行の

変化が確かに存在した。そしてそれ（行の変化）〔がある〕時，彼はそれ

（村などの所有）に対し何の活動もしなかった。しかし，以上のような固執

からの離脱が君たちにはない。そこでそういう活動をするからである。独
( 21）（22）

覚が認識したことは，この様に不合理だと理解されるべきである。
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（23）

仏教徒の言うバラハとは，研究者間でUniversalHistoryと呼ばれる，ジャイ

ナ教版「世界史」に登場するバラタBharataを指すと考えられる（バラハ

BharahaはBharataの中期インド語形)。彼は今の世界期における最初のティー

ルタンカラであるリシャバRsabhaの長男であり，最初の転輪聖王として非暴
（24）

力によりこの世を統治し，後に一切智者性を獲得する。つまり，一切智者性を

獲得し得る「行の変化の種子」は，9億6千万もの村を所有するという事実に

よって消えなかったのである。ジャイナ教徒がこの様な「世界史」を事実とし

て承認する以上,彼らも仏教徒と同様所有によって行の変化の種子が消えな

い事に同意している筈である。

対してハリバドラは，バラハには村への「固執muccha(Sktmfirccha)」が無か

ったから一切智者性を得たのだ，と反論する。この「固執」は，ジャイナ教の

所有観を理解する上の鍵概念である。即ち，ジャイナ教出家修行者は「無所有

aparigraha」の徒を遵守する必要があるが，実際にジャイナ教の修行者を見れ

ば判る通り，例えば白衣派なら白衣を纒い，鉢を持ち，杖を携える。つまり，

実際にはモノを所持しているのである。ここで登場するのがparigrahaを

murcchaと等置する考えである。これは，古くは白衣派聖典古層のDas6.20-21
（2s）

に出現し，白衣派と空衣派双方が権威として認めるジヤイナ教綱要害であるウ

マースヴァーテイ作、ﾍAS7.12(空衣派:7｣7)でも「所有とは固執である

mUrcchaparigrahah」と定義される。かように,parigrahaを物理的な所有ではな

く精神的な固執状態と読み替える事で，ジャイナ教は白衣派と空衣派とで程度

の差はあれ，モノの所持を可能にしてきたと言える。ハリバドラ曰く，バラハ

は確かに多くの村を支配していたが，彼には村に対する固執murcch3がなかっ

た－つまり，彼は真実には「無所有aparigraha」だったが故に，行の変化が起

こり得た。しかし，仏教徒は実際に村落等での所有parigrahaがあり，かつ彼

らには固執がある点で，仏教徒とバラハは決定的に異なる。

とはいえ，客観的に見るとこの様な「固執の不在」というロジックは，論点

2における仏教徒の「所有意識の不在」というロジックと一致するようにしか

思えないが，仏教徒が再反論する事はなく，注釈も特に触れる所がない。
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7．論点8－10（1010-1()14）

残余の論点を一括して確認する

〔この様に主張する〕かも知れない－

〈論点8〉

【仏教徒】このことは我々にとって規定の実践である。それゆえ実に過失は

ない。ちょうど〔我々の教典には規定がないが，君たちの教典には規定され
（26）

ている〕チャイトヤ礼拝等におけるが如く，〔我々の〕教典がこの場合は根

拠である。

【ハリバドラ】不浄な変化の種子たる実践を規定するようなものが，一体ど

うして教典だというのか。これゆえ，このことは〔教典の〕改霞であると認

識されるべきである。そして，それ（村等での所有）がある時は，必ず，ま

さに不浄な変化があると理解されるべきである。火は焼く主体であるのに，

なぜ傍に置かれた木片を焼かないであろうか。

〔この様に主張する〕かも知れない－

〈論点9〉

【仏教徒】それ（村等での所有）の不寝番を優婆塞たちだけが行ない，比丘

たちは〔行なわ〕ない〔のだから，過失はない〕。

【ハリバドラ】それ（村等での所有）の果報の享受も，実に，殺生を伴うも
(27）

のである。以上，それゆえ，悪いものである。

〈論点10〉

【仏教徒】時代が減退〔期〕ゆえの過失だから，単なるこの類のことでは過

失とならないのではないか。
（28）

【ハリバドラ】除去可能な罪過に従事する時，なぜ無過失だというのか。

以上の内容は明白であるので，表に纒めておくに止める
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論点

8

9

10

仏教

我々の教典を根拠として規定され

た実践である

不寝番は優婆塞だけが行ない，比

丘は行なわない

時代が減退期であるから，この程

度のことでは過失にならない

ハリバドラ

→不浄な変化の種子である実践を

規定するような教典は，そもそも

教典たり得ない

=>その果報の享受は殺生を伴うか

ら，悪である

二つ除去可能な過失を時代のせいに

して除去しないのは過失である

そしてこれら一連の議論を終え，最後にハリバドラは以下のように述べる

【ハリバドラ】故に。宝を捨てた後でガラス玉を掴みつつある者たちにとつ
（29）

ての如く，家住を放棄した者たちには，村等での所有に対し過失がある。

仏教の比丘が，出家をしながら村等で所有を行なう事は，ちょうど宝に比さ

れる宗教実践を棄てて，ガラス玉の如き無価値な所有を掴む行為に等しい。そ

れは，家住を放棄した者たちが選択するべき事ではない。

8．おわりに

以上を回顧しつつ，今後の課題を述べて結論とする。

ハリバドラの批判は，まず所有が暴力的行為の実行を必ず内包するという点

にある（→論点1)。三宝に縁るという名目であれ，それは暴力的行為の実行

の言い換えに過ぎない（→論点2)。その様な所有行為に基づいた比丘への奉

仕は，却って罪過である（→論点3)。比丘が直裁的に所有を行なっていなく

とも，その果報の享受が暴力的行為を認可しているに他ならず，例外はない

（→論点4-6)。バラハ王が村を所有したにも関わらず一切智を獲得したのは，

仏教徒と異なり彼には村等に対する固執がなかったからである（→論点7)。

仮令仏典に規定された実践であっても，不浄な変化をもたらす規定をなす教典

は，根拠ではない（→論点8)。比丘が村等での所有物に対して寝ずの番を行
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なわないといっても，その果報は殺生を伴うものである以上，悪である（→論

点9)。時代のせいにして過失を除去しない事こそが，過失である（→論点10)。

ハリバドラと仏教徒との間で，実際にこの種の問答が行なわれたか否は定か

でない。ハリバドラが属した教団がどの地方にあったのかが不確かなため，彼

が実際に接し得た仏教教団を比定することは難しい。また，少なくとも彼の所

属した教団は仏教教団の如き運営方針ではない筈だが，今のところその教団運

営の実態も不明である。

とはいえ，大乗仏典でしばしば批判される，様々に物品を所有する比丘につ
（30）

いての記述や，程度は兎も角，仏教教団が実際に様々な財産を所有していた事

実を考慮すると，実情をある程度反映した批判だという理解には妥当性があろ

う。今後，仏典における出家者の「所有」の描写や，出家者の「所有」に関す

る規定を示す文献に,DSに見られる記述をトレースし得る可能性がある。ジ

ャイナ教団の「所有」については，例えば戒律文献や碑文資料を徹底的に精査

すれば，その実態もある程度は判明しよう。

また上で言及した通り（←6.論点7)。仏教徒が「所有意識malnntm」が存

在しないから無過失である，と主張する際はそれを言葉のすり替えに過ぎない，

と批判する一方，バラハ王の一切智獲得問題ではparigraha=mUrcchaを引き合

いに出すが，仏教徒の「所有意識」とジャイナ教の「固執」との間に何の差が

あるのだろうか。この点，ジャイナ教におけるmUrcc順の定義を精査する必要

がある。更に，ハリバドラが所属する白衣派も，有衣有鉢の点では「所有者」

に相違なく，これは当然無衣無鉢の空衣派に－空衣派の修行者もそれとは別の

モノを所有しているのだが－批判される。空衣派もparigraha=mUrcchaは承認

するから，仏教に対する如き論法を白衣派は使えないのではないか。仏教批判

が終わった直後の,DSlO16詩節以降は，まさしくこの，白衣派の「所有」を
（31）

巡る空衣派との論争であり，この点も精査せねばならない。

注

(1)ハリバドラに帰せられる諸著作とその内容についてはKAPADIA(1947:XVI-LXXII)

を，ジャイナ教史上複数のハリバドラが存在した点については河崎(2012:56,注
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1）を見よ。

（2）河崎（2012)。

（3）ジヤイナ教が仏教徒を頭陀行者とする他の例については，谷川(1988a:22-24)

を見よ。

（4）ジヤイナ教でﾖrambhaは．当初「動物殺害」の意味で用いられ，やがて意図的行

為一般を指す語となったという（谷川(1988b:75))。後の教義学，例えばTAAS

でsamrambha,samarambha,5rambhaは一組で登場し，夫々 「意図」「準備」「実行」

を意味するとされるが,Tl4AS6.8に対するハリバドラ注(D"α“7施262.6f:

pranatipat5disamkalpahsamrambhahtatsadhanajanitaparitapakarahsamarambhah

pranatip5tadikriyavrttirarambhah)を見る限り，彼の念頭には意図的行為一般という
より殺生等の有害な行為があると思われる。TAAS6.6への解釈でハリバドラは

5rambhakriy風をbhnmyadikayopaghatalakSanヨと補足し‘明確にョrambhaを「傷害，

暴力」と理解する。更に,991詩節でハリバドラがわざわざ肉食に言及する点を踏

まえるならば。当該のﾖrambhaは「意図的に行なわれる何らかの暴力を内包する行

為が現実化する事態」を指す可能性が高い。

(5)anneniddosamciyagamadipariggahampimannamti/

rayanatigavu"hihetuttanellaparithtirabuddhTy5//986//

rayanatigamihabuddhodhammosamghoyatassakahavuddhr/

g豆madipariggahatoparamitadTnakajjatt5//987//

buddhoparamiyaphalamanaghamtavvayanamagamodhammo/

dhntagunanutth訂sattanamsamudayosamgho//988//

nayaetes'uvayarogamadipariggahosuhapphalado/

arambhapavittToaviavaVaromuneVavvo//989//
A

(6)DS860のg面madisuappabahuvivajjanamを踏まえ．この複合語をIocativetatpuruSa

と理解した。但し後に言及する通り，この表現は単に「村等で何かモノを所有する

こと」のみならず，村そのものを教団が所有している事態をも含む可能性がある。

(7)Skt*danta-ikya-ka(｢歯で噛むやつ」？）か。

（8）マラヤギリ注:nahiviSammadhuramityuktamsatnavyapadayatisphotikav且訂talikety

uktasaiTnatudati,tatharambho'pikriyam511ahpararthamityucyamano'piprakrtya

s5vadyatvatparaiokambadhataeveti.「毒を「甘美だ」と言えば〔人を〕害わないとか，
あるいは沸騰しているものを「冷たい」と言えば火傷しない，ということは断じて

ない．同様に，現になされる暴力的行為の実行も，「他〔者？〕のため」と言われ

ようが〔その行為自体が〕元来罪過を伴うのだから，来世を必ず妨げる｣。

(9)siyajomamattarahiorayanatigamciyapaduccairambhe/

vattaibhikkhnvitaoniddosocevavinneo//990//

mamsanivattimkaumsevaidamtikkagamtidhanibheda/

ivacainnarambhamparavavaesakunaibalo//991//
ご ■里

Payaresav"jamsamtaml)anusavvahaviruddhamtu/

dhanibhedammivimahuragasTtaligadivvalogammi//992//
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nayatesimp'uvagarotattopadivaditamPurnetam/

('0)マラヤギリは当該詩節の解釈末尾で「彼（此斤）は，自分のために活動すること

が無いからである(tasyasvaIthampravrttyabhavad)」という理由を付加している。

(11)veyavaccaについては,CAILLAT(1975:ll2-ll5),SILK(2008:39-73)を見よ。

(12)vainaVikaあるいはvinaVaVadaについてはFoLKERT(1993?215-409)を，ジャイナ

教のvinayaについては谷川(1977:38)及び奥田(1993)を見よ。ここでは，仏教

徒が利害を無視して所有を行ない，そして奉仕行を在家者に行なわせている状況を

礼節さえきちんとしていれば後はどのような悪業を犯していても問題がないといっ

た，いわば礼節絶対主義的な態度に比していると考えられる。

(13)baladmamveyavaccamtohoiahabuddhT//993//

niravajjenamvihinagunajuttanamtayampikayavvam/

savajjoyaimokhalutesimpiyakunaigunahanim//994//

purisalntassuvayaramavayaramc'aPPanoya''mnam/

kUjjiveyavadiyamiharivenaiyavﾖdonu//995//

('4)マラヤギリは「この奉仕行為も‘罪過を離れた規定のみに基づき，美徳を具えた

者たちのみによってなされるべきで，何らかの〔不定の〕方法でとか’あるいは誰

によってでも，では決してない(idamapivaiyavrttyamniravadyenaivavidhina

gunayuktanamevakartavyamnam'yathakathamcityasyakasyacidva)」と説明する。

(15)siyananumaoesobuddhel]amkimtuappanaceva/

danavatThimsammampavattiokLIsalammlattham//996//

evamPihamtadollhavibuddhenanallLImaVammivatthummi/
●ユ ゴ

kahanapayattamtanamparalogavirahal)ahoi//997//

(16)｢3種によって3種を」という表現は，白衣派古層聖典から出現する。例えばDas

4,1中の「不殺生の徒」に関する箇所(p7):…tivihamtivihenammanenamvayne

kaellamnakareminakaravemikaremtampiannamnasamamlmami…「3種を3種によっ

て〔つまり〕思考・言語・身体によって私はなさず，なさせず，現になす他者をも

容認しない…｣。

(17)ahaussaggen'esodhntagunnsevanekkatannitthito/

avavadenauarambhanitthitamcevasevamto//1001//

caranaparinamabTyamjamnavinaseikajjamanampi/

tamanutthanamsammamavavadapadammunetavvam//1002//
D

jampunanaseitayamnatayamditthimihasalIhagarehim/

tabbh3vevigihThimaippasamgodhuvohoi//1003//

gﾖmadipariggahaotavv3varotaoyacittassa/

niyamenaparikilesotaoyacaranassan5sou//1004//

iVaavav"d9padenavinarimdalllamvilambamaninam/
A

maggacuyanamvidusepaJuccabhikkhuttanammuttam//1005"

('8)ある事柄が原因(bla)となり，行為主体の行為(carana)が正しい方向へ変化

する(parinama)事か。この表現はマラヤギリも説明を与えず更に調査を必要とす
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る。1004詩節の「caranaの消滅」におけるcaranaは正行を指すとも考えられる。し

かし文脈を考慮すると，マラヤギリが言う様に("caranasyacaranaparinamabrjasya"),

caranaparinamabWaの省略表現と理解するべきであると判断した。

(19)「彼ら（在家者）のうちでも，財産・穀物・黄金・村などの所有物を有する者に

よる黄金などの所有が，例外的な立場の領域の承認を通じて(fe.共通項として),

比丘性を有するという矛盾ゆえに(teSamapidhalla-dhanya-kanaka-gramadi-

parigrahavatョkanakadi-parigrahasyaAapavadapadaviSayatva/%abhyupagamenabhikSutvapra-

sakter)」とある。

（20）この様な表現からすると，「村等での所有」とは，実際には豆ramikaや村自体の

教団による所有(cf田ll3(1990),YAMAGIwA(2002))までを含む可能性がある。

事実1006詩節で9億6千万の村落の主であるバラハ王に言及するが，これも王が領

地として村落を「所有」している状況に比したものと考えないと，理解し難い。因

みに，ハリバドラと同時代の8世紀にインドを巡歴した新羅出身僧の慧超によると，

インドでは王や王妃は寺を寄進する際に必ず村と村人も併せて寄進するという。こ

れについては桑山(1992:36)を見よ。

（21）仏陀（もしくは，仏教の僧尼全体）に対する椰楡か。

(22)channauigamakOdrpainobharahassasuddhabhavassa/

caranaparinamaobhekevalananamsamuppannam//1006//

caranaparinamabTyamgamadipariggahonanasei/

iVadonhaviamhanamsiddhaminamkinnalakkhesi//1007//

bharahassatatthamucch5vigamenanuasicaranaparmamo/

nayatammitenatahiyamkacipavittrkayヨヨsi//1008//

nayaiyamucchavigamotumh5namtatthatahapavittTo/

patteyabuddhanatamevamajulmmmuneyavvam//1009//

(23)UniversalHistoryについて簡便にはWILEY(2006:223)を参照されたい。

（24）バラタ王について簡便にはWILEY(2006:54)を参照されたい。

(25)jampivatthamvapayamvakambalamPayaPumchanam/

tampisamjamalajjakhidharentipariharantiya//

nasopariggahovuttonayaPulienatai"/

mucchapariggahovuttoiivuttammahesin5//(Das6.20-21)

衣，あるいは鉢，毛織物，足払い－それをも，自制と差恥心〔を保つ〕ために。

彼ら〔修行者たち〕は〔己に〕保持させ，運びまわる。ナーヤプッタ聖者は．「そ

れは所有ではない」と述べている。「所有とは固執である，と述べられている」と

偉大な聖仙は述べている。

（26）仏塔崇拝ではなくジヤイナ教のcaitVavandana(WILLIAMs(1963:187-199))と理

解した。

(27)ahikamma「生命体を含む食事」「準備に際して生命体殺害を伴う食事」を実質

上意味する。DEo(1956:283-284,287-290)を見よ。

(28)Siyavihiyanut(hanameyamamhanatanadosoLI/
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satthametthapamanamjahevacitivamdanadrsu//1010//

asuhaparinamabIjamjamanulrhanamviheitamkihanu/

satthamtiatoesopakkhevohoinavavvo//1011//
瓜 一

myamenayaasuhocciyaparmamotammisaimuneyavvo/

kimdﾖhagoviaggTsamihitamnajaharkattham//1012//

slyatassuvasagacciyakaremtipadiyagganalnnabhikkhutti/

tapphalaparibhogovihunh5kammamtitoduttllo//1013//

kalaparihanidosaeddahamittenacehavatidoso/

sakkapariharasavaiiasevanekahamadosotu//1014//
ノ、

(29)cattagharavisanamgamadipariggahammitadoso/

rayanammottnnajahakayamanimgenhamananam//1015//

(30）ハリバドラが仏教サンガを頭陀行者集団とするのは，頭陀行の如き（ジヤイナ教

からすれば半端な）苦行生活をする（にも関わらず村落に在りモノを所有する，阿

蘭若住?）比丘を実際に見ていた事を暗示するかもしれない。白衣派聖典・注釈文

献で，仏教徒が楽な修行をして堕落した生活をする者として描かれる点については

BoLLEE(1974:33)を見よ。

(31)DSに見られる，修行者の着衣をめぐる空衣派とハリバドラの論争の概略につい

ては,2014年1月17日に大谷大学で開催された真宗学・仏教学助教合同発表会にて

「服を着るのは罪悪か」と題し口頭発表した。なおこの発表後，修行者が着衣する

理由を検討した八木(2014)が出版されたので，合わせて参照されたい。
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